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第１章  |  計画の趣旨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ 計画策定の趣旨
　県政の基本目標である「すべての県民が明るい笑顔で暮らす『生き活き岡山』の実現」のために
は、すべての人が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮するとともに、互いにその
人権を尊重しつつ、喜びも責任も共に分かち合う「男女共同参画社会の実現」が必要不可欠です。
　本県では、平成13（2001）年の「おかやまウィズプラン21」から令和３（2021）年の「第５次お
かやまウィズプラン」まで５年ごとに新たな男女共同参画基本計画を策定し、さまざまな施策を
推進してきました。
　この間、県の調査では、固定的な性別役割分担意識に変化がみられますが、家庭での役割分担
については、「生活費を稼ぐ」のは夫、「家事・育児等」は妻の役割との認識が高く、また、社会通念・
慣習・しきたりなどでの男女の地位の不平等感も根強く存在しています。
　また、政策・方針決定過程への女性の参画は十分に進んでおらず、配偶者等からの暴力（DV）に
関する相談件数も依然として多い状態にあるなど、男女共同参画社会の実現には、未だ多くの課
題が残されています。
　さらに、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の改正、「困難な問題を抱える
女性への支援に関する法律」（以下「女性支援新法」という。）の施行、「女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」という。）の改正など、男女共同参画を取り巻く
社会経済情勢も変化しています。
　こうした状況を踏まえ、男女共同参画社会の実現に向けて、各種施策をより一層、総合的かつ
計画的に推進するため、「第６次おかやまウィズプラン」を策定します。

２ 計画の位置付け
　この計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条及び「岡山県男女共同参画の促進に関する条
例」第10条に基づく県の基本計画であり、男女共同参画を推進するための基本方針や具体的な施
策を示しています。
　また、本計画の基本目標Ⅲ「男女が共に活躍する社会づくり」の部分を、「女性活躍推進法」第６
条の規定に基づく「岡山県女性活躍推進計画」として位置付けます。

３ 計画の期間
　この計画の期間は、令和８（2026）年度を初年度とし、令和12（2030）年度を最終年度とする
５年間とします。


